
別紙 車検期日と保険更新期日について 

車検期日と保険更新期日について、国土交通省及び各損保会社より下記の通りお知ら

せがありましたのでご報告します。 

【車検期日の再々伸長について】 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による影響で、岩手県、宮城県、福島

県及び青森県の八戸市、おいらせ町に使用の本拠の位置を有する自動車並びに救助、

災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車（以下「災害復旧等車両」という。）

については、自動車検査証の有効期間を最長で２か月間伸長しているところです。 

しかしながら、下記の自動車については、未だ継続検査を受けることが困難な状況で

あると認められることから、自動車検査証の有効期間の満了日が平成２３年３月１１

日から平成２３年６月１０日までのものは、その有効期間の満了日を平成２３年６月

１１日まで再々伸長するものとし、各運輸支局において５月１０日に公示することと

しましたのでお知らせいたします。 

《再々伸長の対象自動》 

○次の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車 

・岩手県 宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町、大槌町 

・宮城県 気仙沼市、石巻市、東松島市、塩竃市、多賀城市、南三陸町、女川町 

・福島県 相馬市、南相馬市、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、 

広野町、飯舘村、葛尾村、川内村 

○災害復旧等車両 

東日本大震災の被災地(岩手県、宮城県及び福島県)において救助、災害復旧、物資

輸送等の活動を行うものであって、災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対

策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されていることを証

する書面を有する自動車 

◆自動車検査証の有効期間の再々伸長について(５/１０) 

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/puresu/jg110502.pdf 

◆自動車検査証の有効期間の再伸長について(４/５) 

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/puresu/jg110405-2.pdf 

▽ 詳しくは国土交通省東北運輸局の H/P もご覧下さい  

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/index3.htm 

 

【自動車任意保険更新手続きについて】 

当社にて自動車任意保険加入のお客様につきましては継続および払込みともに、３月

１１日から６ヶ月間猶予されますのでご安心下さい 


